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今
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
、「
三
鷹

市
敬
老
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
等
２
件
の
条
例
改
正
議
案
の
提
案

が
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
、
高
齢
者
施
策
の
総
合
的

な
推
進
を
図
る
中
で
、
急
速
な
高
齢
化

の
進
展
に
対
処
す
る
た
め
、「
行
財
政

改
革
の
実
施
方
策
」
に
掲
げ
る
現
金
給

付
事
業
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
提

案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２
件
の
議
案
は
、
厚
生
委
員
会
に
付

託
、
審
査
の
う
え
、
28
日
の
本
会
議
で

い
ず
れ
も
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
。

▽
三
鷹
市
敬
老
金
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

75
歳
以
上
を
対
象
に
贈
呈
し
て
い
た

「
一
般
敬
老
金
」
と
88
歳
、
100
歳
を
対

象
と
し
た
「
長
寿
敬
老
金
」
の
区
分
を

廃
止
し
一
本
化
す
る
。
ま
た
、
75
歳
以

上
を
対
象
に
毎
年
贈
呈
し
た
も
の
を
、

一
定
の
年
齢
を
対
象
に
贈
呈
す
る
こ
と

と
し
、
77
歳
が
５
千
円
、
88
歳
と
99
歳

が
１
万
円
、
100
歳
以
上
が
３
万
円
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

▽
三
鷹
市
老
人
入
院
見
舞
金
の
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

支
給
対
象
年
齢
を
65
歳
以
上
か
ら
70

歳
以
上
に
引
き
上
げ
、
入
院
日
数
を
７

日
以
上
か
ら
14
日
以
上
と
す
る
。
ま
た

支
給
回
数
を
１
年
度
に
つ
き
１
回
と

し
、
支
給
額
に
つ
い
て
も
一
律
１
万
円

と
す
る
ほ
か
、
条
例
名
を
「
三
鷹
市
高

齢
者
入
院
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
条

例
」
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
２
件
の
条
例
の
施
行
期
日

は
、
い
ず
れ
も
平
成
14
年
４
月
１
日
で

あ
る
。

３
月
定
例
会
に
平
成
13
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
ほ
か
３
件
の

補
正
予
算
の
提
案
が
あ
り
、
い
ず
れ
も

総
務
委
員
会
に
付
託
、
審
査
の
う
え
、

28
日
の
本
会
議
で
委
員
長
報
告
ど
お
り

満
場
一
致
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ

れ
４
億
279
万
円
を
追
加
し
、
総
額
を
575

億
954
万
１
千
円
と
す
る
。

歳
出
で
は
、
総
務
費
で
、
ま
ち
づ
く

り
施
設
整
備
基
金
の
元
金
積
立
金
と
し

て
２
億
６
千
490
万
円
を
計
上
す
る
。
民

生
費
で
、
老
人
医
療
特
別
会
計
繰
出
金

を
１
億
３
千
605
万
７
千
円
増
額
す
る
。

衛
生
費
で
、
老
人
保
健
施
設
事
業
特
別

会
計
繰
出
金
の
う
ち
、
無
料
定
額
事
業

繰
出
金
を
183
万
３
千
円
増
額
す
る
。

歳
入
で
は
、
財
産
収
入
で
、
土
地
売

払
収
入
を
２
億
２
千
270
万
円
増
額
す

る
。
ま
た
、
寄
附
金
で
、
13
年
度
土
木

費
寄
附
金
を
１
千
50
万
円
増
額
す
る
。

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ
れ
ぞ

れ
５
千
139
万
９
千
円
を
追
加
し
、
総
額

を
113
億
１
千
868
万
６
千
円
と
す
る
。

老
人
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）

老
人
保
健
施
設
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
１
号
）

こ
れ
ら
２
件
は
、
い
ず
れ
も
歳
入
予

算
の
補
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

３
月
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹

市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
の
提
案
が
あ

り
、
総
務
委
員
会
に
付
託
、
審
査
の
う

え
、
28
日
の
本
会
議
で
委
員
長
報
告
ど

お
り
満
場
一
致
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
市

立
学
校
の
学
校
医
等
の
公
務
上
の
災
害

に
対
す
る
補
償
に
関
し
、
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
市
立
学
校

の
学
校
医
等
を
条
例
の
補
償
対
象
職
員

に
加
え
る
と
と
も
に
、
補
償
基
礎
額
な

ど
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、
平
成
14

年
４
月
１
日
で
あ
る
。

▽
三
鷹
市
受
託
水
道
事
業
特
別
会
計
条

例
（
本
市
の
水
道
事
業
の
東
京
都
へ
の

統
合
に
伴
い
、
受
託
水
道
事
業
の
円
滑

な
運
営
と
、
経
理
を
明
確
に
す
る
た
め

に
特
別
会
計
を
設
置
）

▽
三
鷹
市
看
護
婦
等
就
業
支
度
資
金
貸

付
条
例
の
廃
止
（
看
護
婦
等
の
確
保
と

い
う
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
た

め
、
廃
止
）

▽
三
鷹
市
監
査
委
員
条
例
等
の
一
部
改

正
（
水
道
事
業
の
都
へ
の
統
合
に
伴
い

関
係
す
る
規
定
を
整
備
）

▽
三
鷹
市
事
務
分
掌
条
例
の
一
部
改
正

（
水
道
部
を
市
長
の
事
務
部
局
に
編
入
）

▽
三
鷹
市
介
護
保
険
保
険
給
付
費
準
備

基
金
条
例
の
一
部
改
正
（
本
基
金
を
歳

計
現
金
化
で
き
る
よ
う
規
定
を
整
備
）

▽
三
鷹
市
福
祉
会
館
条
例
の
一
部
改
正

（
休
館
日
を
見
直
し
）

▽
指
定
金
融
機
関
の
指
定
（
㈱
み
ず
ほ

銀
行
を
市
の
指
定
金
融
機
関
と
す
る
）

本
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹
市

立
学
校
施
設
の
開
放
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
の
提
案
が
あ

り
、
文
教
委
員
会
に
付
託
、
審
査
の
う

え
、
28
日
の
本
会
議
で
委
員
長
報
告
ど

お
り
満
場
一
致
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

市
で
は
平
成
13
年
度
、
第
五
中
学
校

の
プ
U

ル
に
つ
い
て
、
武
蔵
野
三
鷹
地

区
保
健
衛
生
組
合
立
第
１
処
理
場
の
熱

源
を
利
用
し
た
屋
根
開
閉
型
の
温
水
プ

U

ル
に
改
修
し
た
。
こ
れ
を
開
放
施
設

に
加
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
開
放
に
当

た
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
た
め
に
規

定
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
の
施
行
期
日
は
、
平
成
14

年
５
月
１
日
で
あ
る
。

３
月
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹

市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
」
の
提
案
が
あ
り
、
厚
生
委

員
会
に
付
託
、
審
査
の
う
え
、
28
日
の

本
会
議
で
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
。こ

の
議
案
は
、
国
民
健
康
保
険
税
の

医
療
保
険
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保

険
者
均
等
割
額
、
被
保
険
者
所
得
割
額

等
を
改
め
る
と
と
も
に
、
課
税
限
度
額

を
引
き
上
げ
る
た
め
、
提
案
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

平
成
14
年
度
の
国
民
健
康
保
険
医
療

費
に
つ
い
て
は
、
診
療
報
酬
の
マ
イ
ナ

ス
改
定
、
保
険
給
付
の
会
計
年
度
の
変

更
に
よ
り
、歳
出
ベ
U

ス
で
約
５
億
円
、

一
般
財
源
ベ
U

ス
で
約
２
億
２
千
万
円

の
減
が
見
込
ま
れ
る
。
し
か
し
、
老
人

保
健
拠
出
金
が
12
年
度
の
清
算
分
を
含

め
、
約
10
億
円
の
増
に
な
る
こ
と
に
よ

り
、
一
般
医
療
費
総
額
で
は
、
13
年
度

に
比
較
し
、
約
６
億
円
の
増
と
な
る
見

通
し
で
あ
る
。

国
民
健
康
保
険
財
政
に
つ
い
て
は
、

一
般
会
計
か
ら
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
へ
の
一
般
財
源
の
繰
入
に
つ
い

て
、
市
で
は
か
ね
て
か
ら
医
療
費
の

15
％
程
度
を
目
安
と
し
て
い
る
が
、
14

年
度
は
、
こ
の
繰
入
率
が
約
25
％
を
超

え
る
見
込
み
と
な
っ
た
。

一
方
、
被
用
者
保
険
に
つ
い
て
も
、

医
療
制
度
改
革
に
よ
り
保
険
給
付
割
合

が
８
割
か
ら
７
割
に
減
額
さ
れ
る
動
き

が
あ
り
、
さ
ら
に
保
険
料
の
算
定
に
お

け
る
総
報
酬
制
の
採
用
や
政
府
管
掌
保

険
に
お
け
る
保
険
料
率
の
改
定
な
ど
、

被
保
険
者
の
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
市
で
は

国
民
健
康
保
険
以
外
の
市
民
に
も
負
担

が
増
え
る
中
で
、
国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て
も
、
改
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と

の
結
論
に
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
市
は
今
年
１

月
、
三
鷹
市
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
に
諮
問
し
、
２
月
に
「
原
案
に
つ
い

て
は
、
付
帯
意
見
を
付
し
、
全
体
と
し

て
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
る
。
た

だ
し
、
課
税
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
平

成
12
年
度
に
も
改
定
が
あ
り
、
改
定
額

が
大
き
く
急
激
な
負
担
増
と
な
る
こ
と

か
ら
一
定
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
」

と
の
答
申
が
あ
っ
た
。
こ
の
答
申
を
受

け
て
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
上
で
、

提
案
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
平
成
14
年
度

以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
の

基
礎
課
税
額
に
係
る
も
の
と
し
て
、
次

の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被

保
険
者
均
等
割
額
を
２
万
400
円
か
ら
２

万
２
千
500
円
に
、
被
保
険
者
所
得
割
額

を
市
民
税
の
所
得
割
額
の
100
分
の
200
か

ら
100
分
の
220
に
、
課
税
限
度
額
を
47
万

円
か
ら
51
万
円
に
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上

げ
る
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
額
の
増
額
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。こ

の
条
例
の
施
行
期
日
は
、
平
成
14

年
４
月
１
日
で
あ
る
。

今
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹
市

廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
の
促
進
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
の
提
案
が
あ
り
、
厚
生
委
員
会
に

付
託
、
審
査
の
う
え
、
28
日
の
本
会
議

で
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
。

家
庭
か
ら
出
さ
れ
る
粗
大
ご
み
の
処

理
手
数
料
に
つ
い
て
、
市
民
に
わ
か
り

や
す
い
料
金
体
系
と
す
る
た
め
、
現
行

の
従
量
制
を
、
平
成
14
年
10
月
か
ら
新

た
に
品
目
別
の
ポ
イ
ン
ト
方
式
に
変
更

し
、
10
ポ
イ
ン
ト
ご
と
に
１
千
円
を
徴

収
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
が
、
手
数
料
に
係
る
改
正
規
定
に

つ
い
て
は
平
成
14
年
10
月
１
日
が
施
行

期
日
で
あ
る
。

３
月
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹

市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
の
提
案
が

あ
り
、
総
務
委
員
会
に
付
託
、
審
査
の

う
え
、
28
日
の
本
会
議
で
委
員
長
報
告

ど
お
り
満
場
一
致
に
よ
り
可
決
さ
れ

た
。地

方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
育
児
休

業
の
対
象
と
な
る
子
の
年
齢
が
１
歳
未

満
か
ら
３
歳
未
満
へ
引
き
上
げ
ら
れ

た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
育

児
休
業
計
画
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
両
親
が
交
互
に
取
得
す
る
育
児
休

業
を
、
そ
れ
ぞ
れ
２
回
ま
で
可
能
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
が
、
育
児
休
業
の
交
互
の
取
得
に

係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
14

年
４
月
１
日
か
ら
の
施
行
で
あ
る
。

３
月
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
「
三
鷹

市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
の
提
案
が
あ
り
、
総
務
委
員
会
に

付
託
、
審
査
の
う
え
、
28
日
の
本
会
議

で
委
員
長
報
告
ど
お
り
満
場
一
致
に
よ

り
可
決
さ
れ
た
。

主
な
内
容
は
、
建
築
基
準
法
第
42
条

第
１
項
第
５
号
の
規
定
に
基
づ
く
道
路

の
位
置
の
指
定
、
変
更
又
は
廃
止
の
申

請
手
数
料
を
一
件
に
つ
き
５
万
円
と
定

め
、
本
年
６
月
か
ら
新
た
に
徴
収
す
る

も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
が
、
手
数
料
に
係
る
改
正
規
定
に

つ
い
て
は
、
平
成
14
年
６
月
１
日
が
施

行
期
日
で
あ
る
。

新たに学校開放の施設に加わる五中温水プール

第
五
中
学
校
プ
ー
ル
を
開
放

道
路
位
置
指
定
の
手
数
料
を
新
設

敬
老
金
、老
人
入
院
見
舞
金
を
見
直
し

４
会
計
予
算
を
補
正

平
　
成

13
年
度

職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
を
一
部
改
正

粗大ごみの収集作業

そ
の
他
の
可
決
議
案

今
回
の
「
み
た
か
議
会
だ
よ
り
」
で
は
、
会
議
の
開
会
日
数
や
、
一
般
質

問
の
回
数
な
ど
、
具
体
的
な
数
字
を
も
と
に
、
三
鷹
市
議
会
の
平
成
13
年
中

の
活
動
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

本
会
議
に
は
、
定
例
会
と
臨
時
会
が
あ
り
ま
す
。
定
例
会
の
開
催
回
数
に

つ
い
て
は
、
三
鷹
市
議
会
は
条
例
で
年
４
回
と
定
め
て
い
ま
す
。
臨
時
会
に

つ
い
て
は
、
回
数
に
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。

平
成
13
年
中
に
は
、
定
例
会
は
３
月
（
２
月
28
日
に
開
会
）、
６
月
、
９

月
、
12
月
に
、
ま
た
臨
時
会
は
５
月
に
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
５
回
の
本
会
議
の
通
算
会
期
日
数
（
招
集
日
か
ら
最
終
日
ま
で
の

日
数
）
は
93
日
間
に
達
し
て
い
ま
す
。

市
議
会
で
は
、
本
会
議
の
ほ
か
に
、
常
任
委
員
会
や
特
別
委
員
会
等
の
委

員
会
や
全
員
協
議
会
な
ど
、
多
く
の
会
議
が
開
か
れ
て
い
ま
す
。

平
成
13
年
中
に
は
、
常
任
委
員
会
（
４
委
員
会
）、
特
別
委
員
会
（
７
委

員
会
）
及
び
議
会
運
営
委
員
会
が
、
こ
れ
ら
全
体
の
合
計
で
122
回
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
年
に
は
、
三
鷹
市
の
長
期
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
と

な
る
新
基
本
構
想
を
審
査
す
る
た
め
、「
三
鷹
市
基
本
構
想
審
査
特
別
委
員

会
」
が
設
置
、
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
会
議
で
は
、
予
算
・
決
算
を
は
じ
め
、
条
例
や
公
共
工
事
の
契
約
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
案
件
が
審
議
さ
れ
ま
す
。

平
成
13
年
中
に
は
、
合
計
で
105
件
に
の
ぼ
る
議
案
等
が
審
議
、
議
決
さ
れ

ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
う
ち
で
意
見
書
・
決
議
に
つ
い
て
は
、
18
件
が
可
決
と
な
り
、

国
な
ど
の
機
関
に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
市
民
の
み
な
さ
ん
な
ど
か
ら
の
請
願
11
件
を
受
理
し
、
審
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

一
般
質
問
は
、
議
員
が
各
定
例
会
の
本
会
議
の
場
で
、
市
の
行
政
全
般
に

わ
た
り
、
事
務
の
執
行
状
況
や
将
来
の
方
針
な
ど
に
つ
い
て
た
だ
す
も
の
で

す
。平

成
13
年
中
に
は
、
延
べ
８
日
間
で
62
人
の
議
員
が
市
政
に
関
し
、
さ
ま

ざ
ま
な
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

本
会
議
は
公
開
さ
れ
て
い
て
、
だ
れ
で
も
そ
の
様
子
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

平
成
13
年
中
に
は
、
224
人
の
方
が
本
会
議
を
傍
聴
さ
れ
ま
し
た
。
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イ
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◆
年
間
の
通
算
会
期
日
数
は
、
93
日
間

◆
本
会
議
の
傍
聴
者
数
は
、
延
べ
224
人

◆
一
般
質
問
の
質
問
者
数
は
、
延
べ
62
人

◆
本
会
議
で
の
議
決
件
数
は
、
105
件

◆
委
員
会
の
開
催
回
数
は
、
122
回
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